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第１次総合計画
８年（H21.４～H29.３）

第２次総合計画
５年（H29.４～R４.３）

第３次総合計画
５年（R４.４～R９.３）
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第１期人口ビジョン
５年３月（H27.12～R３.３）

第２期人口ビジョン
５年（R３.４～R８.３）

第１期 総 合戦略
５年３月（H27.12～R３.３）

第２期 総 合戦略
５年（R３.４～R８.３）

行政改革大綱2022
５年（R４.４～R９.３）

公共施設等総合管理計画（H28.９～）

（R3.3~)公 共 施 設

改訂 令和３年６月
改訂 令和４年６月
改訂 令和５年６月
改訂 令和６年７月

財政健全化集中取組期間



持続するまちの
創 造

人口ビジョン

■人口減少に対応する施策の方向性

本市の総人口と年齢３区分別の人口については、1955年の94,284人をピークに減少し続け、2045年には

36,568人となり、2020年（58,123人）の３分の２以下になると推計されています。

年齢３区分人口は、生産年齢人口と年少人口は減少し続けており、老年人口は増加していましたが、2020年

をピークに減少に転じると推計されています。

■人口の推移

出典：国勢調査・社人研（2020年以降の推計値）
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行政改革の取組

改定

マネジメントプログラム「持続する行財政運営」

村上市公共施設等総合管理計画
（H28）

少子高齢化
社会情勢の変化

多様化する
市民ニーズ

施設の老朽化
施設の

在り方の変化

見直し実行

⚫ 現状分析・今後の課題・取組内容

⚫ 現時点での施設の方向性

⚫ 取組スケジュール(ロードマップ）

可 視 化 （利用状況、コスト…）

合意形成の取組

共 有

■歳入確保 ■歳出削減 ■財政分析

基 盤 安定した財政運営

重 点 施 策

理 念 「持続するまち」であり続ける

行政サービスの
改善と向上
〔サービス〕

➢ 事務事業の改善

➢ 自治体DX※の推進

➢ 協働の取組

➢ 自主財源の確保

公共施設の適正管理

〔もの〕

➢ 公共施設マネジメント

プログラムの取組

➢ 公共施設の効率的な

管理・運営

➢ 財産の適正管理

効率的な行政組織

〔ひと〕

➢ 行政組織の効率的な運営

➢ 職員の能力と意欲の向上

➢ 業務の効率化

「村上市行政改革大綱2022」抜粋



市町村合併時（2008年）に約７万人であった村上市の人口は、

2020年には約５万8000人に減少し、2045年には約３万6000人

（合併時の約半数）に減少すると推計されています。

市の公共施設は、その多くが1970年代以降に建設され、経年

により老朽化が進み維持管理についても年々厳しさを増してい

る状況です。

加えて公共施設の整備時と比べると人口の動態や年代別の構

成など社会の態様が変化する中、市民のニーズも大きく変化し

てきました。少子化が進行する中、子育てに対するニーズはよ

り拡大しています。また、高齢化が進行する中、高齢者福祉のニーズはますます増大しています。

こうした市民ニーズに着実に応えつつ持続するまちづくりを進めるためには、すべての行政コストについて

の検証が喫緊の課題です。

このことを踏まえ、「持続するまち」を実現するための公共施設の見直しを進めます。

市民の皆さまには、次世代へ繋ぐ行財政運営を確かなものとするための取組にご理解とご協力をお願いいた

します。

村上市長 高 橋 邦 芳
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１ 行政庁舎 5 1 6

２ 消防庁舎 4 3 7

３ コミュニティー施設 1 3 8 12

４ 保健・福祉施設 10 11 1 4 26

５ 保育園・子育て支援施設 3 15 5 11 34

６ 火葬場・墓地 3 2 4 9

７ 廃棄物処理施設 5 5

８ 観光施設 1 46 1 2 4 10 64

９ 労働者施設 1 1 2

10 農林水産施設 14 3 4 21

11 公営住宅 1 4 2 7

12 学校・共同調理場 8 6 16 30

13 生涯学習施設 7 1 8

14 文化財施設 9 1 2 12

15 スポーツ施設 39 4 5 8 1 57

16 公園 1 129 1 2 4 137

17 駐車場・駐輪場 10 1 1 12

18 その他 9 2 1 12

計 6 3 317 0 0 2 0 13 37 5 0 77 1 461

方向性

施設類型

～私たちの方向性は、ここから～

「誰一人取り残さない」持続可能な社会へ

⑥ ⑪


